
● 対象者  明石市在住の聴覚障害者で、スマーフォンやタブレットを所有している人 

 

● 利用方法  利用するスマートフォンまたはタブレットを持参のうえ、 

障害福祉課窓口で申し込んでください。 

 

● 利用できる時間  平日８：５５～１７：４０ 

  

※詳細は、利用規約をご覧ください。 

明石市在住の 

 聴覚障害者のみなさんへ 

 

 

 スマートフォンやタブレットから、ＦａｃｅＴｉｍｅ
フ ェ イ ス タ イ ム

やＳｋｙｐｅ
ス カ イ プ

のビデオ通話を使って、市役

所の手話通訳者に手話で問い合わせができるようになりました。 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

明石市障害福祉課 
FAX 078-918-5134 TEL 078-918-1344 

メール syogai_haken01@city.akashi.lg.jp 

 

市役所の手話通訳者 

通知が届い

たけど何？ 

手続きに必要

なものを聞き

たいな。 

聴覚障害のある人 

補聴器の申請が

できるかな？ 


